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注）通（県）３章４の９の２には、「電気事業・・・に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、」

という表現があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 電気供給業を行う法人の法人事業税の概要 

電気供給業とは 

  需要に応じて電気を供給するという事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいま

す。現に電気を供給しているという実態のある事業をいい、電気事業法に基づく登録や許可等

を要する事業であるか否かを問いません。 

 

電気供給業以外の事業を併せて行う場合（⇒P3） 

 原則：区分計算を行い、収入割と所得割（及び付加価値割、資本割）を申告してください。 

 例外： 従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度

の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているとい

うよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事

業を主たる事業のうちに含めて、主たる事業に対する課税方式により申告することもでき

ます。      （条例19条２項、通（県）３章４の９の９） 

二以上の都道府県に事務所又は事業所（事業所等）を設けて事業を行う場合（⇒P5） 

 主たる事業の分割基準により課税標準額を分割してください。 

  ◎ 電気供給業・・・6ページをご覧ください。 

  ◎ 非製造業・・・・事務所等の数と従業者の数 

  ◎ 製造業・・・・・従業者の数 

電気供給業については収入金額を課税標準とする収入割を申告してください。 

（⇒P2）                 （法 72条の２、72条の 12二） 
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（１）課税標準となる収入金額の計算方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）貸倒れが生じたとき又は値引きが行われたときは、貸倒れが生じた日又は値引きが行われた日の属

する事業年度の収入金額から控除してください。（通（県）３章４の９の１） 

注２）自ら電源開発等の事業を行うための建設仮勘定を設け、当該建設仮勘定に供給した電力に係る収入

金額は自家消費に当たるため、収入金額に含めません。（通（県）３章４の９の３） 

注３）料金とあわせて収入する消費税（地方消費税含む）の金額は、収入金額に含めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 課税標準の計算方法（法 72条の 24の２） 

 

①収入すべき金額 

  各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理される

べきその事業年度に対応する収入をいいます。（通（県）３章４の９の１） 

 
課税標準となる収入

金額 

① 収入すべき金額 

の総額 

② 控除すべき金額 ＝ － 

②控除すべき金額 

ア 国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額（法 72条の 24の２①） 

イ 保険金、有価証券の売却収入金額、不用品の売却収入金額、受取利息・受取配当金、需要者等か

ら収納する工事負担金等、電気供給業を行う他の法人から電気の供給を受けて電気を供給する場合

に供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額、電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 16条の賦課金(令 22、通(県)３章４の９の６) 

ウ 損害賠償金、投資信託に係る収入分配金、株式手数料、社宅貸付料等(告示 S30 年 29 号、S34 年

46号、S42年 55号、H23年 379号) 

エ 託送供給に係る料金として支払うべき金額に相当する収入金額（法附則９⑧、令附則６条の２② 

平成 12年 4月 1日から平成 32年３月 31日までの間に開始する各事業年度に限り適用） 

オ 特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭として当該特定実用発電用原子炉設置者に対して

交付すべき金額に相当する収入金額（法附則９⑲、令附則６の２⑥ 平成 28年 10月 1日から平成

32年３月 31日までの間に開始する各事業年度に限り適用） 

カ 廃炉実施認定事業者の収入金額のうち、小売電気事業者又は一般送配電事業者から交付を受ける

廃炉積立金として積み立てる金額に相当する収入金額（法附則９○21 令附則６の２⑦ 平成 29年４

月１日から平成 34年３月 31日までの間に開始する各事業年度に限り適用） 
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注）収入金額から控除する金額は、他の電気供給業を行う法人から供給されたもの（新エネルギー等電気相

当量に係るもの等を含む）に限られます。地方団体、個人供給業者、自家発電を行う者など収入割を課さ

れないものから供給を受けたものについては控除対象となりません。（通（県）３章４の９の６） 

  なお、他の電気供給業を行う法人から供給を受けた電気を自己で消費した場合には、当該消費に係る電

気料金については控除の対象とすることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）課税標準となる収入金額については、具体的には前ページの計算方法により算出することになります。 

 

 

（２）電気供給業以外の事業を併せて行う場合 

 

 

 

 

 
 

注１）発電を行うに際して、副産物として生じるものを販売等する場合には、当該販売等は所得等課税事業

となります。 

注２）電気供給業を行う法人が、需要者その他の注文によりその事業に関連する施設の工事を行う場合は、

当該工事を行う事業は所得等課税事業となります。ただし、その事業の規模及び所得が主たる事業に比

して些少であり、付加価値額又は所得を区分して算定することがかえってはんさである場合等は、当該

工事に係る収入金額から当該工事のため下請業者等に支出した金額を控除した金額を主たる事業の課税

標準である収入金額に含めても差し支えありません。（通（県）３章４の９の８） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  注１）本社の全体的経費（管理部門経費、役員報酬、利息等）は通常共通の経費として扱います。 

  注２）法人税申告書別表４の税務加減算と法人事業税の加算・減算については、損益計算書において専

属又は共通とした区分に従って区分をしてください。 

  注３）最も妥当な按分基準として売上金額を用いる際に、一方の事業部門の売上金額に相当する収入が

損益計算書上で売上高に計上されていない場合には（例：営業外収益に計上されているなど）、当

該金額も売上金額に含めて按分計算を行ってください。 

課税標準となる収入金額 

 原則として電気事業会計規則による収入（電気事業会計規則の適用がない場合には、これに準ず

る方法により計算した収入）になります。 

 具体的には、各種電灯料収入、各種電力料収入（新エネルギー等電気相当量を含む）、遅収加算料

金、せん用料金、電球引換料、配線貸付料、諸機器貸付料、受託運転収入、諸工料、供給雑益に係

る収入、設備貸付料収入、事業税相当分の加算料金等原則として電気供給業の事業収入に係るすべ

ての収入が含まれます。（通（県）３章４の９の２） 

原 則 

①電気供給業と所得等課税事業の各事業部門ごとに区分計算してください。 

  原則として各事業部門ごとにそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合計額によって

申告してください（通（県）３章４の９の９）   ※様式例が 28ページにあります。 

  なお、各事業部門に関する経理は区分して行ってください。    （条例19条２項） 

 
 

損益計算書、所得の金額の計算に関する明細書（法人税申告書別表４）、法人事業税の加算・減

算の各項目について各事業部門ごとに区分してください。また各事業部門に共通の収入・経費に

ついては、売上金額等最も妥当な基準により按分し、所得等課税部門の課税標準額となる所得金

額又は欠損金額を計算してください。    （通（県）３章４の９の５） 

所 得 割 
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  注４）按分基準に用いる数値は、税務加減算・修正申告・更正決定により変動する場合がありますの

で、ご注意ください（例：売上金額を按分基準に用いている場合に、修正申告において売上金額の

税務加減算があった場合など。） 

  注５）一方の事業部門がマイナスとなる按分基準は、妥当とはいえません。 

 

 

 

 

 
 

  注１）報酬給与額に関する明細書（第６号様式別表５の３）、労働者派遣等に関する明細書（第６号様

式別表５の３の２）、純支払利子に関する明細書（第６号様式別表５の４）、純支払賃借料に関する明

細書（第６号様式別表５の５）には、区分計算後の所得等課税事業に係る金額のみを記載してくださ

い。 

 

 

 

 
 
  注）資本割の従業者按分を行う場合の従業者数については次によります。（通(県)３章４の６の 10） 

   ◎従業者とは当該法人の事務所等に使用される役員、使用人（非常勤役員、契約社員、パート等名称

を問わず、原則として雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者のすべて）をい

います。 

   ◎次の者はそれぞれ次の法人の従業者となります。 

     派遣労働者＝派遣先（派遣元の法人の業務にも従事するときは、派遣先・派遣元双方） 

     出向者＝出向先（出向元の法人の業務にも従事するときは、出向先・出向元双方） 

   ◎病気欠勤者等連続して１月以上の期間にわたって勤務しない者は従業者に含めません。 

   ◎従業者数は事業年度終了の日（仮決算による中間申告の場合は、事業年度開始の日から６か月を経

過した日の前日）現在における各部門の従業者数をいいます。 

     ただし、所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において収入金額課税事業を開始等した場

合の各部門に係る従業者数は、各月の末日現在における従業者数を合計した数を事業年度の月数で

除した数をいいます。 

   ◎分割基準の算定で用いられる、従業者数特有の計算（従業者数に著しい変動のある事務所における

平均計算、資本金１億円以上の製造業における工場従事者の２分の１加算等)は行いません。 

   ◎それぞれの事業に区分することが困難な従業者の数については、所得等課税事業の付加価値額及び

所得の算定に用いた最も妥当と認められる基準によって按分してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

所得割の区分計算と同一の方法で各事業部門に区分した収益配分額及び単年度損益に基づい

て、所得等課税部門の課税標準となる付加価値額を計算してください。 

付 加 価 値 割 

 
 
 

資本金等の額を各部門に係る従業者数により按分して収入金額課税部門以外の部門の資本金等

の額を計算してください。                （令 20条の２の 25） 

資 本 割 
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（３）二以上の都道府県に事務所又は事業所（事業所等）を設けて事業を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◎電気供給業における分割基準については、次のフロー図もあわせてご参照ください。 

   

例 外 

②従たる事業が主たる事業に比べて軽微であり、主たる事業の附帯事業として認められる場合 

  従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微

なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているというよりもむし

ろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事業を主たる事業のう

ちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税標準額及び税額を計算して差し支えあり

ません。 

この場合、「軽微なもの」に該当するかはその実態に即して判断することになりますが、一般に

従たる事業の売上金額が主たる事業の売上金額の１割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の

比較において他の同種類事業と権衡を失しないものとされています。  

なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられ

る事業のことであり、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等

の理由によって当該事業に伴って行われる事業を含むことが適当であるとされています。（フロ

ー図が27ページにあります。）       （通（県）３章４の９の９） 

主たる事業の分割基準により課税標準額を分割してください。 

  主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち売上金額の最も大きいものを主たる事

業としてください。これによりがたい場合は、従業員の配置、施設の状況等により企業活動の実

態を総合的に判断のうえ主たる事業を判定してください。 

（法72条の48第3項、72条の48第8項、通（県）３章９の11） 

 
 

（１）発電事業（法72条の48第3項第2号ハ） 

  課税標準の４分の３・・・①事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額 

  課税標準の４分の１・・・②事業所等の固定資産の価額 

  ※①がない場合、課税標準の総額を②で分割します。 

（２）一般送配電事業・送電事業・特定送配電事業（法 72条の48第3項第2号ロ、 

規則6の2第3項、通（県）３章９の４、９の５） 

課税標準の４分の３・・・①事業所等の所在する都道府県において、発電所の発電用の

電気工作物（電気事業法第２条第１項第 18 号に規定する電

気工作物）と電気的に接続している電圧 66 キロボルト以上

の電線路の電力の容量（キロワット） 

  課税標準の４分の１・・・②事業所等の固定資産の価額 

  ※①がない場合、課税標準の総額を②で分割します。 

（３）小売電気事業（法72条の48第3項第2号イ） 

課税標準の２分の１・・・事業所等の数 

  課税標準の２分の１・・・従業者の数 

 

電気供給業（平成 29 年３月 31 日以後終了事業年度に適用） 
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 ◎電気供給業を行う法人の分割基準判定フロー 

 

 

 注１）鉄道事業・軌道事業を行う法人について 

  ◎鉄道事業・軌道事業のほか電気供給業等を行う場合、上記フロー図②により使用する分割基準を確認

して下さい。 

  ◎鉄道事業・軌道事業に係る部分についての分割基準は軌道のキロメートル数を使用します。 

 注２）主たる事業の考え方については、５ページをご覧ください。 

 注３）イ.のみある場合は、課税標準の総額をイ.により按分してください（法第 72条の 48第 3項第 2号

ロ(2)、ハ(2)） 

 注４）ア.及びイ.がない場合は、課税標準は按分せず、全額を本店所在地の都道府県に申告してくださ

い。 

 注５）あわせて一般送配電事業（または送電事業）を行う法人で、発電事業において小売電気事業用の電

気を発電していない場合は、（３）の分割基準を使用してください。（法第 72条の 48第 9項第 1号） 
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注）事務所等ごとの固定資産の価額の区分が困難な場合は、総務大臣の承認を受けて、施設の種類ごとに地

方税法施行規則に規定されている按分基準によって按分した価額を分割基準に用いることができます。

（規則６条の２の２第５項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  課税標準の２分の１・・・事業所等の数 

  課税標準の２分の１・・・従業者の数 

非 製 造 業 

 
 

  従業者の数（資本金が１億円以上の場合は、工場の従業者数の２分の１を加算します。） 

製 造 業 

電気供給業の分割基準である固定資産の価額とは 

  事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている、事務所又は事業所の土地、家屋及び

家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産（建設仮勘定において経理されている固定資産のう

ち、当該事業年度の終了の日において事業の用に供されているものを含みます。）の価額をいい

ます。              （規則６条の２の２第４項、通（県）３章９の７） 

電気供給業の分割基準における各事業とは（法第 72条の 48第 3項第 2号、規則第 6条の２） 

 （１）発電事業とは 

   電気事業法第２条第１項第14号に規定する発電事業（これに準ずるもの を含みます）を

いいます。 

    ※電気事業法第２条第１項第14号に規定する発電事業に準ずるもの 

   （例）・需要に応じて供給する電気を発電する事業であって、設備の出力が1,000ＫＷ 

未満であるため、発電事業の届出が不要であるもの 

      ・電気を発電する事業であって、その発電した電気を特定の者へ供給するもの 

 （２）一般送配電事業・送電事業・特定送配電事業 

   ①一般送配電事業とは 

     電気事業法第２条第１項第８号に規定する一般送配電事業をいいます。 

   ②送電事業とは 

電気事業法第２条第１項第10号に規定する送電事業（これに準ずるものを含みます）

をいいます。 

   ③特定送配電事業とは 

電気事業法第２条第１項第12号に規定する特定送配電事業をいいます。 

 （３）小売電気事業とは 

   電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを含みます）

をいいます。 

 

 

 

 

 

※ 
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 ◆ 電気供給業のみ行う場合と所得等課税事業を併せて行う場合との主な相違点 

 電気供給業のみ 

（所得等課税事業も行うが軽微である場合も含む） 

電気供給業と所得等課税事業を行う場合 

うち電気供給業分 うち所得等課税事業分 

課税標準 収入金額 収入金額 所得金額 

(外形標準課税対象法人の場合： 

付加価値割額、資本金等の額） 

事業税 収入割 収入割 所得割 

(外形標準課税対象法人の場合： 

付加価値割、資本割） 

繰越欠損金

の控除 

不可 不可 可(所得等課税事業に関するもの

のみ) 

分割基準 6ページフロー図を確認下さい。 主たる事業の分割基準による 

●電気供給業・・6ページフロー図を確認下さい。 

●製造業・・・・従業者の数 

●非製造業・・・従業者の数と事業所等の数 
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3 申告書に添付する書類 

法人県民税・事業税の予定申告書（第７号様式） 

所得等課税事業のみを行う一般的な法人が添付する書類以外は不要です。 

注）収入割を申告する法人で事業年度が６月を超える法人は、法人事業税については、必ず中間申告納
付をすることとなっています。（法 72条の 26⑧ただし書き） 

法人県民税・事業税の中間・確定申告書（第６号様式） 

所得等課税事業のみを行う一般的な法人が添付する書類以外に、次の書類の添付をお願いしま

す。 

① 収入金額に関する計算書（第６号様式別表６）･･･下記④をもって①に代えることができます。 

② 貸借対照表・損益計算書 

（法72条の25⑩、72条の26④、規則４条の６、４条の７第２号） 

  ③ 法人税別表４ 

二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する場合 

 ⑤ 課税標準の分割に関する明細書（第 10号様式） 

    

電気供給業を行う法人が解散し、残余財産が確定した場合 

  残余財産の確定の日の属する事業年度について、電気供給業部門に係る収入割による課税

はありません。（法 72条の29第３項には収入割の申告が含まれていません。） 

電気供給業と所得等課税事業とを併せて行う場合 

 ④ 区分計算書（様式例が 28ページにあります。） 

※ “所得等課税事業”が外形標準課税の対象となる場合は、「付加価値額及び資本金等の額の

計算書（第６号様式別表５の２）」など、外形標準課税の申告書別表も必要です。 

   （法 72条の 25⑧、72条の 26④、規則４条の５、４条の７第１号） 

 

【お願い】 

  以下の場合にも、電気供給業又は所得等課税事業に係る売上金額などを確認させていただ

くため、次の書類を添付していただきますようご協力をお願いします。 

    ・貸借対照表・損益計算書   ・法人税別表４ 

◆電気供給業と所得等課税事業を併せて行う場合で、例外規定により収入金課税以外の方

式で税額等を計算される場合 

◆電気供給業を開始していない場合 
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A１ 事業の変更は届出事項ですので、その旨の異動届出書を提出してください。 

 

 

 

 

 

A2 現に電気の供給を行っていない間は、法人事業税における「電気供給業」には該当しませ

ん。所得割（資本金１億円超の場合は、付加価値割及び資本割も含む。）により申告してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

A3 該当します。地方税法における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業

をいいます。 

 

 

 

 

 

A4 該当します。地方税法における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業

をいいます。 

 

 

 

 

 

A5 該当します。地方税法における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業

をいいます。 

 

 

 

 

 

4 よくあるご質問 

Q3 いろいろな電気供給業（小売電気事業者） 

 平成 28 年４月１日から電力の小売全面自由化が開始となりました。当社は経済産業大臣の

登録を受けて一般家庭向けに電気を販売する小売電気事業者ですが、この場合、法人事業税に

おいては「電気供給業」に該当しますか？ 

Q4 いろいろな電気供給業（電気事業法の届け出を要しない事業形態） 

 当社は発電設備が一定規模未満のため電気事業法の届け出が不要ですが、法人事業税におい

ては「電気供給業」に該当しますか？ 

Q5 いろいろな電気供給業（子会社等への電気供給） 

 自社の工場で発電した電気の一部分を工場敷地内にある子会社に供給しています。この場

合、法人事業税においては「電気供給業」に該当しますか？ 

Q１ 異動届 

新しく電気供給業を開始しましたが、異動届は必要ですか？ 

Q2 準備期間 

 電気供給業を行うために設立された法人ですが、発電施設の建設を行っているだけで、まだ、

電気供給を開始していない事業年度の課税はどうなりますか？ 
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A６ 法人事業税は、事務所又は事業所の所在する都道府県に対して納税義務があります。無

人の発電設備は事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみが所在する県には申告

義務はありません。 

 

 

 

 

 

 

A７ 原則として各事業部門ごとにそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合計額

によって申告してください。 

   ただし、従たる事業である電気供給業が主たる事業である所得等課税事業に比して社会

通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって電気供給

業が所得等課税事業と兼ね併せて行われているというよりもむしろ所得等課税事業の附帯

事業として行われていると認められる場合は、電気供給業を所得等課税事業のうちに含め

て所得等課税方式によって課税標準額及び税額を計算して差し支えありません。 

この場合、「軽微なもの」に該当するかはその実態に即して判断することになります 

が、一般に電気供給業の売上金額が所得等課税事業の売上金額の１割程度以下であり、か

つ、事業の経営規模の比較において他の同種類事業と権衡を失しないものとされていま

す。  

なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考

えられる事業のことであり、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便

宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業を含むことが適当であるとさ

れています。 

※ フロー図が27ページにあります。 

 

 

 

 

 

A８ 事業年度開始の日から６月を経過した期間の末日の現況により収入割を申告納付すべき

法人は、必ず中間申告義務があります。 

   なお、前期の事業税額が発生しておらず、法人税法第 71条第１項ただし書きの規定によ

り法人税の中間申告納付を要しない法人は中間申告義務はありません。 

 

 

 

 

 

Q６ 無人の設備 

 主たる事業が電気供給業である法人です。無人の発電設備のみが設置されていて、事務所又

は事業所が存在しない県があります。この県にはどのように申告すべきでしょうか？ 

Q７ 課税方式 

電気供給業と所得等課税事業を併せて行っていますが、電気供給業による収入は所得等課税

事業による収入に比べるとわずかです。その場合でも各事業部門ごと税額（収入割と所得割）を

計算して申告する必要がありますか？ 

Q８ 中間申告納付 

収入金課税のみの申告となる場合、中間申告納付義務はありますか？ 
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A９ そのとおりです。所得等課税事業に区分された欠損金のみを、翌期以降の所得等課税事

業に区分された所得金額から控除することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

A1０ 課税標準となる収入金額から消費税及び地方消費税相当額を控除する必要があります。 

 

  

Q９ 繰越欠損金 

所得等課税事業と電気供給業を併せて行っている場合、繰越欠損金を控除できるのは所得等

課税事業に区分された部分だけですか？ 

Q1０ 消費税 

消費税及び地方消費税について税込経理をしていた場合、課税標準となる収入金額は税込、税

抜のどちらになりますか？ 
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            一部、言葉を省略しています。 

■地方税法 

（事業税の納税義務者等）  

第 72条の２   法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分

に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。  

1  次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額 

ロ 第 72条の４第１項各号に掲げる法人、第 72条の５第１項各号に掲げる法人、第 72条の 24の７第

５項各号に掲げる法人、第４項に規定する人格のない社団等、第５項に規定するみなし課税法人、投

資信託及び投資法人に関する法律 （昭和 26年法律第 198号）第２条第 12項 に規定する投資法人、

資産の流動化に関する法律 （平成 10年法律第 105号）第２条第３項 に規定する特定目的会社並び

に一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２ に規定する非営利型法人をいう。以下

この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非営利型法人に該当するものを

除く。）並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は資

本若しくは出資を有しないもの 所得割額 

2   電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業 収入割額 

 

（法人の事業税の課税標準）  

第 72条の 12   法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該

各号に定めるものによる。  

1   次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの 

イ 付加価値割 各事業年度の付加価値額 

ロ 資本割 各事業年度の資本金等の額 

ハ 所得割 各事業年度の所得 

2   電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業 各事業年度の収入金額 

 

（資本割の課税標準の算定の方法）  

第 72条の 21   第 72条の 12第１号ロの各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人

税法第２条第 16号 に規定する資本金等の額又は同条第 17号の２ に規定する連結個別資本金等の額と、

当該事業年度前の各事業年度（以下この項において「過去事業年度」という。）の第１号に掲げる金額の

合計額から過去事業年度の第２号及び第３号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の

第１号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第３号に掲げる金額を減算した金額との合計額

とする。ただし、清算中の法人については、第４項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみな

す。 

  1 ～ 3 ・・略・・ 

 

（収入割の課税標準の算定の方法）  

第 72条の 24の２   第 72条の 12第２号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつて

は、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は

地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した

金額による。                         令22条 

 

5 参考条文 
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（中間申告を要しない法人の事業税の申告納付）  

第 72条の 25 

８   第 72条の２第１項第１号イに掲げる法人は、第１項の規定により申告納付する場合において、事務

所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事

務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資

本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等

の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書（貸借対照表又は損益計算書を作成することを

要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第 10項において同じ。）その他の書類のうち総務省令で

定めるものを添付しなければならない。                     規則４条の５ 

 

10   収入割を申告納付すべき法人は、第１項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所

所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業

所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これ

に当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定

めるものを添付しなければならない。                      規則４条の6  

 

（事業年度の期間が６月を超える法人の中間申告納付）  

第 72条の 26 

４   第１項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種

類、当該事業年度の開始の日から６月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の

名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により

申告納付する法人のうち、第 72条の２第１項第１号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日か

ら６月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期

間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書（貸借対照表又は損益計算書を作成することを

要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。）その他の書類のうち総務省

令で定めるものを、所得割を申告納付すべき法人（同号イに掲げる法人を除く。）にあつては当該事業年

度開始の日から６月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入割を申告納付すべ

き法人にあつては当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する

計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で

定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。    規則４条の7 

 

８   法人税法第 71条第１項 ただし書若しくは第 144条の３第１項 ただし書の規定により法人税の中間

申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人

税個別帰属支払額（同法第７１条第１項第１号 に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。）を基準と

して政令で定めるところにより計算した金額（当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当し

ない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額）が 10

万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第１項の規定による申告納付をすることを

要しない。ただし、第 72条の２第１項第１号イに掲げる法人又は収入割を申告納付すべき法人について

は、この限りでない。 

 

（中間申告を要する法人の確定申告納付）  

第 72条の 28   事業を行う法人は、第 72条の 26の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の

日から２月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割を事務所又は事業所

所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当
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該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第５項

の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相

当する事業税額とする。・・略・・  

 

２   第 72条の 25第２項から第 11項まで、第 14項及び第 15項の規定は、前項の規定によつて法人がす

べき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告

書について準用する。 

 

（分割法人の申告納付等）  

第 72条の 48   二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において

「分割法人」という。)は、第 72条の 25、第 72条の 26（第５項を除く。）、第 72条の 28若しくは第 72

条の 29の規定により事業税を申告納付し、又は第 72条の 33第２項若しくは第３項の規定により修正申

告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額（第 72条の 24の７第１項第 1号若しくは第 3号

に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年 400万円（当該法人の当該事業年度が１年に満たない場合に

は、同条第４項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。）を超え 800万円（当該法人

の当該事業年度が１年に満たない場合においては、同条第４項の規定を適用して計算した金額。以下この

項において同じ。）以下のもの又は同条第１項第２号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年 400万

円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年 400万円以下の部分の金額及び年 400万円

を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第１号又は第３号に掲げる法人で各事業年度の所得が年

800万円を超えるものにあつては、当該事業年度の総額を年 400万円以下の部分の金額、年 400万円を超

え年 800万円以下の部分の金額及び年 800万円を超える金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業

に対する事業税について同じ。）を分割基準により関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし

て、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければ

ならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定め

る課税標準額の分割に関する明細書を添付しなければならない。  

 

２  ・・略・・  

 

３   前２項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課

税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう 

1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業

所(以下この項から第５項までおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。 

2 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係

道府県ごとに分割すること 

   イ 電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売電気事業(第９項第１号において「小売電気事業」と

いう。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)  課税標準額の総額の２分の１に相

当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の２分の１に相当する額を事業所等の従業者の数に按分

すること。              規則６条の２ 

   ロ 電気事業法第２条第１項第８号に規定する一般送配電事業(第９項第１号において「一般送配電事

業」という。)、同条第１項第１０号に規定する送配電事業(第９項第１号において「送電事業」とい

う。）(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第１項第 12号に規定する特定

送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係

道府県ごとに分割すること。規則６条の２ 

(1)(2)に掲げる場合以外の場合  課税標準額の総額の４分の３に相当する額を事業所等の所在する道
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府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第２条第１項第１８号に規定する電気工作

物をいう。(２)において同じ)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するも

のに限る。(２)及び次項第３号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同

号において同じ。)に、課税標準額の総額の４分の１に相当する額を事業所等固定資産の価額に按

分すること。                 規則６条の２ 

(2)事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続して

いる電線路がない場合  課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。 

ハ 電気事業法第２条第１項第１４号に規定する発電事業（第９項第１号及び第２号において「発電事

業」という。）（これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。 

規則６条の２ 

(1)(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の４分の３に相当する額を事業所等の固定資産で

発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の４分の１に相当する額を事業所等の固定資

産の価額に按分すること。 

(2)事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定

資産の価額に按分すること。 

3～4・・略・・ 

5  前各号に掲げる事業以外の事業  課税標準額の総額の２分の１に相当する額を事業所等の数に、課税

標準額の総額の２分の１に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。  

 

４   前項に規定する分割基準（以下この款において「分割基準」という。）の数値の算定については、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。  

1  従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が１億円以 

上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値（当該数値が奇数である

場合には、当該数値に一を加えた数値）の２分の１に相当する数値を加えた数値  

2   事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値（当該事業年度中に

月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値）  

3   電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在にお

ける数値  

 

５～７ ・・略・・ 

 

８   分割法人が２以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る

課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準による

ものとする。  

 

９  分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が２以上であるときにお

ける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。 

 1 一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業、送電事業及び発電事業（小売電気事業の用に供する

ための電気を発電するものに限る。）以外の事業と併せて行う場合 第３項第２号ロに定める分割基準 

 2 発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合（前号に掲げる場合を除く。） 第３項第２号 

ハに定める分割基準 

 3 前２号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準 
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10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行うときにおける当該分

割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前２項の規定にかかわらず、まず、電気供給業

又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供

給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるも

のとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準による

ものとする。 

 

11～12 ・・略・・ 

 

（事業税の課税標準の特例） 

法附則第９条 

８  電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業

法第 17条第１項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第 72条の 12第２号の各事

業年度の収入金額は、平成 12年４月１日から平成 32年３月 31日までの間に開始する各事業年度分の事

業税に限り、第 72条の 24の２第１項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該

電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。 

                                令附則６条の２ 

19  電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処

理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成 28年法律第 40号）附則

第６条第１項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者であつて同法の施行の日の属する

年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの（以下この項において「対象特定実用発電用原

子炉設置者」という。）が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（平成 17年法律

第 48号）第５条第１項の規定により届け出た同法第４条第１項に規定する使用済燃料再処理機構（同法

第６条第１項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構）に対して支払う金

銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第 72条の 12第２号の

各事業年度の収入金額は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に

関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成 32年３月 31日までの間に開始する各事業年度分の

事業税に限り、第 72条の 24の２第１項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政

令で定める金額を控除した金額による。                     令附則６条の２ 

 

21 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第 55条の３第１項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法

第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者又は同項第９号に規定する一般送配電事業者から原子力損

害賠償・廃炉等支援機構法第55条の３第１項のｌ規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当

する金額の交付を受ける場合における第 72条の 12第２号の各事業年度の収入金額は、平成 29年４月１

日から平成 34年３月 31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第 72条の 24の２第１項の

規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。 

令附則６条の２ 

 

 

■地方税法施行令 

（特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法）  

令第 20条の２の 19    

３   第１項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人



18 

 

の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数（外国の事務所又は事業所を有しな

い内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法

人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に

属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除し

て得た数（その数に１人に満たない端数を生じたときは、これを１人とする。））によるものとする。  

 

４   前項の月数は、暦に従つて計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。  

 

５   法第 72条の 26第１項ただし書又は第 72条の 48第２項ただし書の規定により申告納付をする特定内

国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第３項の規定を適用する場合には、当該特定内国法

人の当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までの期間を１事業年度とみなす。 

 

（非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定）  

令第 20条の２の 25   法第 72条の２第１項第１号に掲げる事業と同項第２号に掲げる事業とを併せて行う

内国法人に係る法第 72条の 21第１項及び第２項の規定の適用については、同条第１項中「減算した金額

との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は

事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令（昭和 25年政令第 245号）第 20条の２の 18に規定す

る場所（以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。）の従業者（事務所又は事業

所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）のうち第 72条の

２第１項第１号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事

務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第２項中

「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又

は事業所の従業者のうち第 72条の２第１項第１号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該

内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除し

て計算した金額とする」とする。  

 

２   第 20条の２の 19第３項から第５項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第 72条の 21

第１項又は第２項の規定の適用がある場合における同条第１項又は第２項の事務所又は事業所の従業者の

数について準用する。 

 

（法第 72条の 24の２第１項の収入金額の範囲）  

令第 22条   法第 72条の 24の２第１項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。  

1  保険金  

2  有価証券の売却に因る収入金額  

3  不用品の売却に因る収入金額  

4  受取利息及び受取配当金  

5  電気供給業又はガス供給業を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者

その他その施設によつて便益を受ける者から収納する金額  

6  電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス

供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合の当該供給を受けた電気又はガスに

係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金

額に相当する収入金額  

7  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23年法律第 108号）第

16条の賦課金  
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8  ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を

行う場合（第６号に該当する場合を除く。）の当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該

可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額  

9  ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とをあわせて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入

金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額  

10  前各号に類する収入金額で総務大臣が指定したもの ⇒21ページ  

 

令附則第６条の２ 

２  法附則第９条第８項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第 17条

第１項に規定する託送供給に係る料金として法附則第９条第８項に規定する他の電気供給業を行う法人に

対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。  

 

６  法附則第９条第 19項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力

発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律

（平成 28年法律第 40号）附則第６条第１項の規定により法附則第９条第 19項に規定する対象特定実用

発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用

発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。 

 

７  法附則第９条第 21項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同

項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構

法（平成 23年法律第 94号）第 55条の３第１項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として

交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。 

 

 

■地方税法施行規則 

（法第 72条の 25第８項 の申告書に添付する書類）  

規則第４条の５   法第 72条の 25第８項 に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額

及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの（当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第４条の７までにおいて同じ。）

の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの）とする。  

1  当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書（貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法

人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。）  

2   法第 72条第５号 ただし書に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る

当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

 

（法第 72条の 25第 10項 の申告書に添付する書類）  

規則第４条の６   法第 72条の 25第 10項 に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並

びに貸借対照表及び損益計算書（貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこ

れらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつて

は当該電磁的記録を出力したものとする。）とする。  

 

（法第 72条の 26第４項 の申告書に添付する書類）  

規則第４条の７   法第 72条の 26第４項 に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該
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各号に定める書類とする。  

1   法第 72条の２第１項第１号 イに掲げる法人 当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日ま

での期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの（当該次に掲

げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの） 

イ 当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書（貸借対照表又は損益計算書を作

成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。） 

ロ 法第 24条第３項 に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該期間

終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書 

2   収入割を申告納付すべき法人 当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までの期間に係る

収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書（貸借

対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表

又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したも

の） 

 

（法第 72条の 48第３項第２号イの事業等）  

規則第６条の２   法第 72条の 48第３項第２号イに規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で

定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業（電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売

電気事業（第４項において「小売電気事業」という。）、同条第１項第８号に規定する一般送配電事業（次

項及び第４項において「一般送配電事業」という。）、同条第１項第 12号に規定する特定送配電事業（第

４項において「特定送配電事業」という。）、同条第１項第14号に規定する発電事業（第４項において

「発電事業」という。）及び第４項に規定する事業に該当する部分を除く。）とする。 

 

２   法第 72条の 48第３項第２号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自

らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物（電気事業法第２条第１項第 18号に規定する電気工作物

をいう。第４項において同じ。）により電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者に同

項第４号に規定する振替供給を行う事業（一般送配電事業及び同項第 10号に規定する送電事業に該当す

る部分を除く。）とする。 

 

３   法第 72条の 48第３項第２号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧 66キロボルト以上の電

線路であることとする。 

 

４   法第 72条の 48第３項第２号ハに規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自

らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電する事

業（発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供

給する場合には、当該供給を行う事業（小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業に該当する部

分を除く。）を含む。）とする。 

 

（課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等）  

規則第６条の２の２   法第 72条の 48第３項 及び法第 72条の 54第２項 の従業者とは、俸給、給料、賃

金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該

事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けな

い者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。  

 

２   法第 72条の 48第４項第１号ただし書 に規定する資本金の額又は出資金の額が１億円以上の製造業
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を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は

組立て等生産に関する業務が行われている同条第３項第１号に規定する事業所等（第５項及び第６項にお

いて「事業所等」という。）  ・・略・・ 

 

３ ・・略・・ 

 

４ 法第 72条の 48第４項第３号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年

度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資

産（建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供さ

れているものを含む。）の価額とする。  

 

５   電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認

を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の

価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終

了の日現在の数値により按分した額とすることができる。 

（一） 発電設備  発電所の認可出力 

（二） 送電設備  支持物基数 

（三） 配電設備  支持物基数 

（四） 変電設備  変電所の設備容量 

（五） 業務設備  従業者数 

 

６   前項の承認を受けようとする法人は、法第 72条の 25第１項 、第 72条の 26第１項、第 72条の 28

第１項及び第 72条の 29第１項の申告納付の期限前５日までに、事業所等ごとの固定資産の価額につい

て、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。  

  

 

■県税条例 

（課税標準の区分経理） 

条例第 19条第２項  電気供給業、ガス供給業、保険業又は貿易保険業とその他の事業を併せて行う者で

事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に係る事業税の課税標準である収入金額及び所得を区分

して経理しなければならない。 

 

 

■告示（地方税法施行令第 22条第 10号に規定する収入金額） 

（昭和 30年８月１日自治庁告示第 29号） 

 地方税法施行令第 22条第７号（現行第 10号）の規定により、同条同号に規定する収入金額を次のように

指定し、昭和 30年７月１日の属する事業年度分の事業税から適用する。 

 １ 損害賠償金 

 ２ 投資信託に係る収益分配金 

 ３ 株式手数料 

 ４ 社宅貸付料 

 

（昭和 34年 11月７日自治庁告示第 46号） 

 地方税法施行令第 22条第７号（現行第 10号）の規定により、同条同号に規定する収入金額を次のように
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指定する。 

 電気供給業を行う法人が、高圧配電電圧を 6000ボルトに昇圧することに伴い需要者の受電設備を新しく

取り替える場合等において、当該需要者から収納する金額で次に掲げるもの 

１ 需要者の受電設備を新しく切り替える場合において、当該需要者から収納する旧受電設備の減価償却

額に相当する金額 

 ２ 需要者が旧受電設備を引き渡しがたい場合において、当該需要者から収納する旧受電設備の引渡しに

かえて収納する旧受電設備の価額に相当する金額 

 ３ 需要者の希望により技術的に改造の可能な旧受電設備の付帯設備を新たな設備に取り替える場合にお

いて、当該需要者から収納する新付帯設備の取替えに要する工事費と旧付帯設備の改造に要する工事費

との差額に相当する金額 

 

 

（昭和 42年３月 17日自治庁告示第 55号） 

 地方税法施行令第 22条第７号（現行第 10号）の規定により、同条同号に規定する収入金額を次のように

指定し、昭和 42年３月 31日の属する事業年度分の事業税から適用する。 

 原子力発電による電気供給業を行う法人が、原子力発電所の共同的研究に要する施設等の費用の分担金と

して、他の電気供給業を行う法人から収納する金額 

 

 

（平成 23年８月 10日自治庁告示第 379号） 

 地方税法施行令第 22条第９号（現行第 10号）の規定により、同号に規定する収入金額を次のように指定

し、公布の日の属する事業年度分の事業税から適用する。 

 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成 23年法律第 94号）第 38条第１項に規定する原子力事業者

（同項第１号に掲げるものに限る。）が原子力損害賠償・廃炉等支援機構から収納する同法第 47条第１項第

１号に規定する特別資金援助に係る資金交付の額 

 

 

■地方税法の施行に関する取扱について（道府県民税関係） 

第３章 事業税 

第２節 法人事業税 

第４ 課税標準の算定 

６ 資本金等の額の算定 

 

４の６の 10 非課税事業又は収入金額課税事業（(４)において「非課税事業等」という。）と所得等課税事

業とを併せて行う法人の資本金等の額の按分の基準となる従業者数については、以下の取扱いによるもの

であること。（令 20の２の 25） 

(１) 従業者とは、当該法人の事務所等に使用される役員又は使用人であり、原則として、当該法人から

報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与を支払われるものをいうものであ

ること。したがって、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト又は臨時雇いその他名称を

問わず、原則として雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者の全てが含まれるもの

であること。 

(２) ４の６の 10(１)にかかわらず、次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる法人の従業者として

取り扱うものとすること。 

ア 派遣労働者等（イに掲げる者を除く。） 派遣先法人 
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イ 派遣元法人の業務にも従事する派遣労働者等 派遣先法人及び派遣元法人 

ウ 法人（出向先法人）の業務に従事するため、他の法人（出向元法人）から出向している従業者（エ

に掲げる者を除く。） 当該法人 

エ 法人（出向先法人）の業務に従事するため、他の法人（出向元法人）から出向している従業者で、

当該他の法人の業務にも従事するもの 当該法人及び当該他の法人 

オ ４の２の５なお書により注文者である法人との間の雇用関係又はこれに準ずる関係があると認めら

れた仕事を請け負った法人の使用人 当該注文者である法人 

(３)  ４の６の 10(１)及び(２)にかかわらず、次に掲げる者については、当該法人の従業者として取り

扱わないものとすること。 

ア その勤務すべき施設が事務所等に該当しない場合の当該施設の従業者（例えば常時船舶の乗組員で

ある者、現場作業所等の従業者） 

イ 病気欠勤者又は組合専従者等連続して１月以上の期間にわたってその本来勤務すべき事務所等に勤

務しない者 

(４)  従業者数は、事業年度終了の日（仮決算による中間申告の場合には、事業年度開始の日から６月

を経過した日の前日）現在におけるそれぞれの事業の従業者数をいうものであり、法第 72条の 48第４

項第１号ただし書のような計算は行わないものであること。 

ただし、次に掲げる場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における所得等課税事業の従業

者数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたとき

は、これを１人とする。以下(４)において同じ。）を、当該得た数と当該事業年度に属する各月の末日

現在における非課税事業等の従業者数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数を合計した数

で除して得た値で按分することとすること。 

ア 所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において非課税事業等を開始した場合 

イ 非課税事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業を開始した場合 

ウ 非課税事業等と所得等課税事業とを併せて行う法人が事業年度の中途において非課税事業等又は所

得等課税事業を廃止した場合 

(５)  (４)の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とするこ 

と。 

(６)  それぞれの事業に区分することが困難な従業者の数については、所得等課税事業の付加価値額及

び所得の算定に用いた最も妥当と認められる基準によって按分するものとすること。この場合におい

て、それぞれの事業の従業者数についてその数に１人に満たない端数を生じた場合には、これを１人と

するものであること。 

 

７ 所得の算定 

４の７の４ 法人の前９年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額及び法人の前９年以内に生 

じた法人税法第５８条に規定する災害による棚卸資産又は固定資産の損失の金額に係る繰越欠損金額 

の取扱いについては、国の税務官署の取扱いに準ずるものであるが、次の諸点に留意すること。（法 

72の 23①・④、令 20の３・21） 

※平成３０年４月１日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用 

４の７の４  法人の前１０年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額及び法人の前１０年 

 以内に生じた法人税法第５８条に規定する災害による棚卸資産又は固定資産の損失の金額に係る 

繰越欠損金額の取扱いについては、国の税務官署の取扱いに準ずるものであるが、次の諸点に留意 

すること。（法 72の 23①・④、令 20の３・21） 

 (１) ～（２）・・略・・ 

 （３） 非課税事業又は収入金額課税事業と所得等課税事業とを併せて行う法人の所得の算定上生じ 
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  た欠損金額又は個別欠損金額で、各事業年度の所得の計算上繰越控除が認められる金額は、所得等 

課税事業について生じた欠損金額又は個別欠損金額に限るものであること。 

 

９ 収入金額の算定 

４の９の１  電気供給業及びガス供給業（以下「電気供給業等」という。）を行う法人が収入すべき金額と

は、各事業年度において収入することが確定した金額でその事業年度の収入として経理されるべきその事

業年度に対応する収入をいうものであること。この場合において、貸倒れが生じたとき又は値引きが行わ

れたときは、その貸倒れとなった金額又は値引きされた金額をその貸倒れの生じた日又は値引きが行われ

た日の属する事業年度の収入金額から控除するものであること。（法 72の 24の２①） 

４の９の２  電気供給業の課税標準とすべき収入金額とは、原則として、電気事業会計規則による収入

（電気事業会計規則の適用がない場合には、これに準ずる方法により計算した収入）とし、電気事業法

（昭和 39年法律第 170号）第２条第１項第 17号に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、定額

電灯、従量電灯、大口電灯及びその他の電灯に係る電灯料収入、業務用電力、小口電力、大口電力、その

他の電力及び他の電気事業者への供給料金に係る電力料収入（新エネルギー等電気相当量（電気事業会計

規則別表第１に規定する新エネルギー等電気相当量をいう。４の９の６において同じ。）に係るものを含

む。）、遅収加算料金、せん用料金、電球引換料、配線貸付料、諸機器貸付料及び受託運転収入、諸工料、

水力又はかんがい用水販売代等の供給雑益に係る収入及び設備貸付料収入並びに事業税相当分の加算料金

等原則として電気供給業の事業収入に係るすべての収入を含むものとすること。 

４の９の３  電気供給業を行う法人で自ら電源開発等の事業を行うため建設仮勘定を設け、これを別個に

経理している場合において、当該建設仮勘定に供給した電力に係る収入金額はいわゆる自家消費であるこ

とにかんがみ収入金額に含めないものであること。 

４の９の４  ・・略・・（ガス供給業関連） 

４の９の５  電気供給業等を行う法人が所得等課税事業を併せて行っている場合においては、もとより、

課税標準の分割計算に基づく課税をなすべきであるが、この場合において両事業部門に共通する収入金額

又は経費があるときは、これらの共通収入金額又は共通経費を両事業部門の売上金額等最も妥当と認めら

れる基準によってあん分した額をもって所得等課税事業の付加価値額又は所得を算定するものであるこ

と。 

４の９の６  電気供給業を行う法人の事業によって収入すべき金額から控除される購入電力の料金に相当

する収入金額は、他の電気供給業を行う法人から供給されたもの（新エネルギー等電気相当量に係るもの

を含み、電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者間の地帯間販売電力に係るものを含

む。）に限るのであって、地方団体、自家発電を行う者、個人の供給業者等収入割を課されないものから

供給を受けたものについては控除の対象とならないものであること。（令 22⑥） 

４の９の７  ・・略・・（ガス供給業関連） 

４の９の８  電気供給業等を行う法人が、需用者その他の注文によりその事業に関連する施設の工事を行

う場合においては、当該工事を行う事業は所得等課税事業となるものであること。ただし、その事業の規

模及び所得が主たる事業に比して些少であり、付加価値額又は所得を区分して算定することがかえっては

んさである等の場合においては、当該工事により収納した金額から当該工事のため下請業者等に支出した

金額を控除した金額を主たる事業の課税標準である収入金額に含めて課税することとしても差し支えない

ものであること。 

４の９の９  一般に所得等課税と収入金額課税との両部門の事業を併せて行う法人の納付すべき事業税額

は、原則として各事業部門毎にそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合算額によるべきもの

であるが、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微な

ものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているというよりもむしろ主たる事

業の附帯事業として行われていると認められる場合においては、両事業部門毎に別々に課税標準額及び税
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額を算定しないで従たる事業を主たる事業のうちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税して

差し支えないものであること。 

この場合において従たる事業のうち「軽微なもの」の判定は、その実態に即して行うべきものである

が、一般に当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の１割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の

比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものは、これに該当するものとみなして差し支えないも

のであること。 

なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業

をいうのであるが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等の理由によ

って当該事業に伴って行われる事業をも含めて解することが適当であること。 

 

第９  ２以上の道府県において行う事業に係る課税標準の分割 

９の４ 電気供給業を行う法第 72条の 48第 1項に規定する分割法人の分割基準に関し、同条第３項第２号

ロ(１)の電線路とは、事業所等の所在する道府県において発電所（他の者が維持し、及び運用する発電所

を含む。以下９の４において同じ。）の発電用の電気工作物（電気事業法第２条第１項第 18号に規定する

電気工作物をいう。）と電気的に接続している電線路（専ら通信の用に供するものを除く。以下９の４及

び９の５において同じ。）であって、当該分割法人が維持し、及び運用するもののうち、電気学会電気規

格調査会標準規格ＪＥＣ－０２２２に定める電線路の公称電圧が６６キロボルト以上のものであり、か

つ、当該発電所が発電を行う場合においてその発電した電気を基幹系統側（基幹系統を通じて送電ネット

ワークへ向けて送電する側）に送電するために設けられた電線路をいうものであること。（法 72の 48③Ⅱ

ロ(１)、則６の２③） 

９の５ 法第 72条の 48第３項第２号ロ(１)の電線路の電力の容量については、次により取り扱うも 

のであること。（法 72の 48③Ⅱロ(１)） 

(１) 電線路の性能を示した容量を用いるものであり、運用上の容量を用いるものではないこと。 

(２) 連続的に送電できる電力の容量とするものであること。なお、同一の電線路について、その電力の

容量が時期により異なるものとされている場合には、電力の容量が最大となる時期における電力の容量

とするものであること。 

(３) 電力の容量が異なる区間がある電線路については、発電所から受電する部分における電力の容量と

するものであること。 

９の６ 法第 72条の 48第９項第１号の小売電気事業の用に供するための電気を発電するものには、電気事

業法第２条第１項第８号に規定する一般送配電事業を行う法人で専ら同項第７号に規定する電力量調整供

給、同項第８号イに規定する最終保障供給又は同号ロに規定する離島供給の用に供するための電気を発電

するものは含まないものであること。（法 72の 48⑨Ⅰ） 

９の７  法第 72条の 48第４項第３号に規定する事業年度終了の日現在における固定資産の価額とは、当

該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有

形固定資産の価額をいうものであること。したがって、建設仮勘定により経理されている固定資産であっ

ても、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものは含まれるものであり、無形固定資産

及び貸借対照表に記載されていないものについては分割基準に含まないものであることに留意すること。

（法 72の 48④、則６の２の２④） 

９の 11  法第 72条の 48第８項の主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち、売上金額の最

も大きいものを主たる事業とし、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等により企業活

動の実態を総合的に判断するものであること。 
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■電気事業法 

（定義）  

第２条   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

1  小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。  

2  小売電気事業 小売供給を行う事業（一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分

を除く。）をいう。  

3～7 ・・略・・ 

8  一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域

において託送供給及び発電量調整供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）をいい、当該送

電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除

く。）を含むものとする。 

イ その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及

び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。

ロ及び第 21条第３項第１号において単に「離島」という。）を除く。）における一般の需要（小売電気

事業者又は登録特定送配電事業者（第 27条の 19第１項に規定する登録特定送配電事業者をいう。）か

ら小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の

供給（次項第２号、第 17条及び第 20条において「最終保障供給」という。） 

ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保

障するための電気の供給（以下「離島供給」という。） 

9 ・・略・・ 

10  送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行

う事業（一般送配電事業に該当する部分を除く。）であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物

が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。  

11 ・・略・・  

12   特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地

点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しく

は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除

く。）をいう。  

13 ・・略・・  

14  発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業

又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の

電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。  

15～17 ・・略・・ 

18 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水

路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるも

のを除く。）をいう。 
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電気供給業と所得等課税事業を併せて行う法人の 

事業税の課税方式について  ～フロー図～  

 

 電気供給業（地方税法第 72 条の 2 第 2号）を行う法人はその収入金額

を課税標準として法人事業税が課されます。(同法第 72条の 12第 2号) 

 収入金額課税と所得等課税との両部門の事業を併せて行う場合は、

原則として各事業部門毎にそれぞれ課税標準及び税額を算定し、その

合計額により納付することになります。 

 ただし、従たる事業が①軽微なものであると認められ、また、主たる事業の②附帯事業

として認められる場合においては、両事業部門毎に別々に算定しないで従たる事業を主た

る事業に含めて主たる事業に対する課税方式によって算定して差し支えないものとされて

います。              （地方税法取扱通知（県）第３章 事業税４の９の９）                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

② 従たる事業は主たる事業の附帯事業である 

附帯事業とは主たる事業の有する性格等によって必

然的にそれに関連して考えられる事業をいう。それ以

外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便

宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われ

る事業をも含めて解する。 

 

NO 

それぞれ課税標準及

び税額を算定し申告 

① 社会通念上独立した事業部門とは認められ

ない程度の軽微なものである 

 当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の１割

程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において

他の同種類の事業と権衡を失しない。 

 

YES 

YES 

NO 
それぞれ課税標準及

び税額を算定し申告 

主たる事業に対する課

税方式に含めて申告して

差し支えない 

https://www.google.com/url?q=http://matome.naver.jp/odai/2136868806572441101&sa=U&ei=7p8fU6P8JYymkQXj4oDoAw&ved=0CDMQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNHi8UCU62jxViY_h3AocyCon-bl2w
https://www.google.com/url?q=http://global-environment.org/06-eco/106-eco.html&sa=U&ei=TqsfU9LYJ8PekgXuh4HADQ&ved=0CMkBEPUBME44oAE&usg=AFQjCNFmHCpqC9Iq6Cauc-cJRr8xBsQVSQ


専属分
共通分をあん分 a
（ c × 5欄a ）

計 専属分
共通分をあん分 b

（ c － a ）
計

1

2

3

4
0 0 0 0 0

5
1.0 0.00000 1.00000

6
0 0 0 0

7
0 0 0 0

8
0 0 0 0 0 0 0 0

9
0

10
0 0 0 0

11
0 0 0 0

12
0 0 0 0

13
0 0 0 0

14
0 0 0 0

15
0 0 0 0

16
0 0 0 0

17
0 0 0 0

18
0 0 0 0 0 0 0 0

19
→第6号様
式36欄

20
0 0 0 0 0 0 0 0

21
0

22
0 0 0 0

23
0 0 0 0

24
0 0 0 0

25
0 0 0 0

26
0 0 0 0

27
0 0 0 0 0 0 0 0

28
0 0 0 0 0 0 0 0

29
0 0 0 0

30
0 0 0 0 0 0 0 0

加算 31
0 0 0 0

減算 32
0 0 0 0

33
0 0 0 0 0 0 0 0

加算 34
0 0 0 0

減算 35
0 0 0 0 0 0 0

合計（33＋34－35） 36
0 0 0 0 0 0 0 0

欠損金額等の当期控除額 37

38 0
→第6号様
式26欄

注2　法人税法施行規則様式別表4の写しを添付してください。
注3　収入のうち、雑収入や特別利益などについては、内容のわかるものを添付してください。

注1　各科目の総額について、各区分欄に従って所得課税分と収入課税分に分けて記載してください。分けられるものは専属分へ、分けられないものについては共通分
　　としてｃ欄に記載し、あん分基準5欄によって求めてください。

受取利息・受取配当金

総 額

営業外費用

特別損失

収

　
入

営

業

収

益

所得金額又は欠損金額（ 36－ 37）

計（21から26までの計）

税引き前利益（20－27）

事業年度法人名

特 別 利 益

消費税・地方消費税相当額

収入金課税分

収入　　8欄再掲

控
除
す
べ
き
金
額

国等からの補助金

所得課税分

法人税及び住民税

計

計　  (9-18)

あ ん 分 基 準

計（4＋6＋7）

電気供給業と所得等課税事業を併せて行う場合の区分計算様式例

売上原価

　　　年　　　月　　　日から              　　　年　　　月　　　日まで

収入金の総額　    8欄再掲

固定資産売却収入

保険金

有価証券の売却収入

電気売上金額

売 上 高

事業税の申告調整

左の額の内訳

共通分　c

販売費及び一般管理費

法人税別表4の合計欄の額（30＋31－32）

　　　科　　　　　　目

　　　　　　　　　区　　　　　　分

計（1＋2＋3）

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
所
得
金
額

法人税の申告調整

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
収
入
金
額

営 業 外 収 益

経

費

当期利益（ 28 － 29 ）

 28


